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大沢教授は、厚労省の社会保障審議会年金部会委員として改革案の土台作り

に携わった。この年金部会の意見が、その後の流れの中でどう変化したのか。
厚労省の改革案提出から政府法案に至るまでの経過を振り返りながら、現行

制度のわずかな修正に終わった今回の年金改革関連法を「空約束」と厳しく
評点する。抜本改革の方向として、世帯類型や男女間の不均等をなくし、ラ

イフスタイルの多様化に合う制度＝日本版スウェーデン方式を提案した。 
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きょうの「年金改革」研究会のテーマは「多

様化する働き方をどう包摂するか」です。こ

れが 21 世紀に求められる最大の課題といい
ますか、狙いではないかということでタイト

ルにしています。  
 最初に「改革の課題」。全般的な課題と、そ

れから特に、女性と年金といわれてきたよう

な問題群に即した課題を申しあげたいと思い

ます。 
 次にご承知のこととは思いますが、「今回の

改革の流れ」を振り返ります。その中で、私

自身が委員だった厚労省の年金部会の意見や

その意見についての若干の注釈を申しあげ、

その後出てきた厚生労働省案及び政府法案、

それに対する意見や対策についても私の考え

を申しあげたいと思います。以上がきょうの

話の組み立てです。 
 
 応能負担原則が崩れている 
 
 まず改革の課題です。持続可能性が鋭く問

われていることはいうまでもないことです。

もし今回の改革がなされないまま推移すれば、

2025 年の保険料率は、年収の 25％に及ぶ。
それ以外に健康保険やら介護保険やらがある

わけですから、社会保障全体として、将来の

給付、それから運営そのものに確固たる信頼

を得ない限り、これは維持することが難しい。

そういう制度になってきています。 
 その信頼の根本ですけれども、きょうのレ

ジュメを書いていてむなしい気持ちになりま

した。というのは、応能負担原則という前に、

最も責任ある立場の人たちが未納・未加入で

あったという、もう何かおなかの力が全部抜

けてしまうみたいな事情が今回はあらわにな

ったわけです。 
 社会保険という制度が信頼を得るために大

事なことは、応能負担原則にあるといわれて

います。負担能力に応じて負担をするという

こと。そして給付については、短期保険と長

期保険とでは、あるいは現物給付と現金給付

とではやや異なっております。 
 ご承知のように、健康保険は、ニーズに応

じて給付を受けます。つまり、病気になった

人がその病気について治療を受け、その医療

費の七割を給付されるのが健康保険です。し

かし、長期保険で現金給付である年金の場合

には、拠出に応じて給付を受ける。したがっ

て、拠出自体が能力に応じてですから、その

能力に応じて給付というものがある。そうい

う意味で、年金制度は全体として応能負担原

則で成り立っているわけです。 
 しかし、逆進性があります。これは、標準

報酬という保険料がかかるベースになる収入

に上限がついているからです。現状では、月

額 62万円を超える所得のある人には、その超
える部分には保険料の負担がありません。そ

こで、総収入と実際払った保険料の額の比率

（実効保険料率）を出してみると、所得の高

い人は法定の保険料率より低くなっていると

いう逆進性があるわけです。 
 以前は、ボーナスには保険料が１％しかか

からなかったということで、ボーナスの多い

人は、さらに実効保険料率が低くなるという

ことがありました。そこで、昨年四月から「総

報酬制」（月給とボーナスに同じ保険料率）が

導入はされましたけれども、依然として月額

62万円、一回支給分のボーナスが 150万円と
いう上限がありますので、逆進性は残ってい

ます。 
 つまり、応能原則という大きな建前は負担

と給付の関係がわかりやすい、明解であると

いわれているわけですけれども、こうした建

前と実際との乖離が、負担が高まってくる局

面では、覆い隠すことができない。そういう

ぎりぎりのところまで、日本の年金制度はき

ているのではないか、という感じがしている

わけです。 
 
 深刻なのは厚生年金の空洞化 
 
 次に空洞化の問題です。空洞化というと、

すぐ自営業者や学生などの一号の問題といわ

れるわけです。けれども、私は厚生年金や共

済年金加入者の二号の空洞化の方が深刻であ

ると思っています。そして全体として、いわ

ゆる被扶養配偶者（この場合には三号（二号

の配偶者、専業主婦）になるわけですが）に

加えて、就労時間が短いなどの理由で社会保

険の適用を受けない労働者が、特に女性にふ

えてまいりました。 
 例えば、年齢階級別に、その人口に占める

雇用者の比率と、厚生年金の被保険者の比率

を比較すると分かります。 
 1999年を見てみます。例えば 15歳から 19
歳の若いグループから 20 代前半のグループ
になっていくときは、雇用者の比率はふえる

わけです。これに対して、厚生年金適用者の

比率は雇用者の比率ほどはふえない。 
 それから 20代の後半になって、雇用者比率



はＭ字型をたどり、下降します。日本の女性

はこの種のカーブを描くわけです。そして雇

用者の方は、Ｍ字型の谷である 30代前半以降
上がっていって、四十代のところで、あまり

鋭くはないけれども一つのピークを描く。こ

ういうＭ字型になるわけです。 
 ところが、厚生年金の適用者の方は、Ｍ字

型になってこない。下がったままで、ややフ

ラットな感じで推移をしていく。 
 その 10年前の 1989年はどうだったか。わ
ずかながら 40代になって、被保険者の比率が
上がっていた。１９・０％から 24％程度のと
ころまで上がっていたのです。したがって、

当時は、中断しても再就職をすると、厚生年

金が適用になっていた。それが九九年になる

と、中断して再就職はするけれども、保険の

適用はされない。10年かかって、そういう変
化をしているわけです。 
 これはもちろん、労働市場のあり方や就業

構造というものが変化したからでもあります。

その反映として厚生年金の適用者も年齢階級

別にみると、変化しているということもでき

るわけです。 
 しかし、見方を変えれば、いまのような制

度があるので、労働市場における雇い主と雇

われる人のビヘービアが、制度に誘導されて、

変化をしてきた、とみることもできる。社会

制度というのは、単に労働市場なり個人個人

の需要と供給のビヘービアの反映であるわけ

ではない。そういうところに注意したいと、

私は常々思っています。 
 どういうビヘービアになるかということで

すが、自分が勤めている事業所が厚生年金か

ら脱退してしまう。脱退するのは違法なこと

ですから、偽装で脱退するしかないわけです。

それから、その気はなくても保険料が納めら

れなくて、ほかの支払いに当ててしまう。あ

るいは、本人の方が、失業や転職の間に届け

出漏れになる。 
 
 年間 400万人が制度間を移行 
 
 今回、例えばサラリーマンだった人が国会

議員や大臣になって届け出漏れになって、未

納・未加入だったと大騒ぎになったわけです

が、別に国会議員や大臣にならなくても一般

の人にも起こってくることです。雇用形態が

多様化し、転職や転業がまれではない社会に

なってくれば、だれにでもそういうことが起

こり得る。そういう意味で、決して無視でき

るような、ごく少数の人の問題ではないとい

うことです。 
 マクロではこの数年、毎年 400万人前後が
第二号被保険者から第一号被保険者に移行し

ています。つまり、雇われて働いている人の

二号は厚生年金適用ですけれども、何らかの

理由で厚生年金が適用にならないとなれば、

被扶養配偶者で第三号被保険者になるのでな

い限り、自動的に一号ですから、国民年金に

移行するわけです。 
 つまり、リストラされて首になっちゃった

とか、出向しなさいといわれて行った先の事

業所が厚生年金に入っていなかったとか、そ

れから、同じ事業所に雇われ続けていても、

ちょっと苦しいので、労働時間を減らしてと

いわれて、週 30時間未満になってしまうとか。
さらに、本人はすっかり厚生年金適用のつも

りでいたけれども、事業所が社会保険事務所

にはそのように届けていなくて、よくよくみ

たら一号だったとか。そういうことが頻繁に、

この不景気の中で起こってきているわけです。 
 労働時間を週 30 時間未満にされてしまえ
ば、それで一号です。そういう合計が、400
万人というのはすさまじい数です。 
 一号被保険者というのは、年齢でいえば毎

年毎年 20歳になった人が入ってきます。その
人が厚生年金に入っていなくて、三号被保険

者でもなければ、必然的に一号ですから、二

十歳到達者が毎年一定の数で入ってきます。

そして、60歳になった人は適用を外れるので、
その方々は退出をしていく、卒業していくと

いうことで動いています。 
 それから、社会的な移動もあります。二号

の人が一号に移る。あるいは三号の人が一号

に移る。すでに少子化のインパクトが二十歳

到達者には出ています。20歳到達者であらた
に一号になる人は毎年、100万人から 150万
人の間です。200万人なんていないわけです。
これに対して、二号から、いってみれば“落

っこちてくる人”は 400万人前後います。 
 未納率をみると確かに 20歳到達者は低い。
しかし、人数の絶対数がそれほどいない。と

ころが、400 万人という規模で二号から一号
に移ってくる人たちは、未納率は５割前後な

のですが、数が多いから、一号全体の未納率

に対する貢献度――貢献というのも変ないい

方ですけれども――要因としては、この二号

から一号に移る人の方が大きいと考えられま

す。 
 とかく一号の空洞化問題というと、自営業



者やあるいは若者が、制度に信頼がないから

だとか、あるいは法を守る精神がない、気楽

なものだといういい方をされますけれども、

そこのところは、根本的に考え方を改めない

とまずいと私は思っています。空洞化という

ならば、それは何より二号の、厚生年金制度

そのものの空洞化であるということをしっか

りと肝に銘じないといけない。 
 実際、厚生年金の適用事業所数と適用被保

険者数も、九七年をピークにかなりのパーセ

ンテージで減ってきています。それに合わせ

て保険料収入も減って、約２年前から厚生年

金制度は、単年度収支としては完全に赤字に

転落をしています。つまり、保険料収入より

も年金給付の方が大きいという状態になって

いるわけです。 
 
 「専業主婦」モデルの矛盾 
 
 次に、女性と年金の観点からみた問題を整

理したいと思います。これもるる指摘をされ

てきました。専業主婦世帯、つまり第三号被

保険者の世帯の問題です。そういう世帯は、

年金保険料を負担しないで基礎年金をもらえ

る人が確実に一人いるわけです。ですから、

そうではない世帯にしてみれば、移転が行わ

れている、補助金が行われているようなもの

なのです。“逆補助金”と私はいっています。

専業主婦世帯の方が、世帯収入が多い場合も

珍しくはないので、貧しいシングルや、貧し

い共稼ぎの世帯から、ややリッチな専業主婦

世帯に補助金が払われている。これはおかし

いのではないかということです。 
 それだけではなくて、この第三号被保険者

制度と、所得税における配偶者に関する控除

等が相まって、結婚している女性が年収 100
万円前後以下の就労を、「自発的に」というの

ですけれども、選好するように誘導される。

このことが、自分は目いっぱい働いてお金は

幾らあってもあり過ぎではないという人たち

―母子世帯の方はそうですけれども―そうい

う人たちからみたら、女性全体の労働条件を

下の方に引っ張ってしまっているわけです。 
 男性にとっても、「とにかく、あなた、稼い

できてね」というので、長時間の残業でもサ

ービス残業でも、何をしてでもとにかく会社

にかじりついてとなる。そういういう意味で

は、男女の働き方や、稼ぎ方に対して、この

ような制度が影響を与えている。労働市場で

のビヘービアというのが決して制度から独立

ではない、という点を再度申しあげたいわけ

です。 
 遺族年金の問題も随分指摘されてきました

ので、ここでは、遺族年金の支給条件には、

明文の男女別扱いがあるという点を申しあげ

たいと思います。男性には、55歳以上である
ことという年齢制限がありますけれども、女

性には年齢制限がありません。これは日本の

法律の中に残った、数少ない明文上の男女別

扱いの一つです。 
 私は「４０対０モデル」といっています。

男性は同じ会社に 40年間雇われ続け、女性は
１年たりとも厚生年金に入ったことがない、

というモデルが、いまだに日本の公的年金制

度のモデルであり続けています。それは、ラ

イフスタイルがいや応なく多様化している中

で、非常に不合理性を露呈している。 
 年金部会で明らかになった点の一つは、世

帯の形態、あるいは女性のライフコースを通

じた働き方といってもいいのですけれども、

それによって年金の給付水準が明確に違うと

いうことです。 
 給付水準を比較してみます。フルタイムで

平均賃金で、40年間厚生年金に加入した男女
の年金給付の所得代替率ですが、男性シング

ルは 46・5％です。女性シングルは５６・９％、
夫片稼ぎ 
は６４・６％，夫婦共稼ぎは５０・５％です。

これほど給付水準は違うわけです。 
 添付した資料の表「年金額の国際比較の試

算」は、厚生労働省年金局が独自試算をしま

して、年金額の国際比較の試算をしたもので

す。アメリカ、ドイツ、スウェーデン、イギ

リス、日本の５カ国をとり、日本については

仮定が二つ設けられています。その仮定の中

に細かい仮定がありますが、夫婦共稼ぎが、

すでにかろうじて５割でしかない。それに対

して、夫片稼ぎだと６４・６％というような

寛大なものになっている。 
 ほかの国でみますと、例えばドイツやスウ

ェーデンといった完全な報酬比例のシステム

をとっている国では、世帯の類型にかかわら

ず年金の給付水準は全く同じです。ドイツな

ら 43％、スウェーデンなら 38％になってい
る。 
 このように、日本は世帯の類型によって異

なる。この類型は女性の働き方、つまり何年、

どのくらいの給料で働いたかということにか

かわっていますが、それによって、このよう

に給付水準に差が出るわけです。 



 これを厚生労働大臣は、制度内で所得の再

分配が行われ、低賃金の女性に対して厚い支

給になっているとおっしゃったわけです。け

れども、だれに対して一番厚いのか。それは

40対 0の専業主婦、つまり夫片稼ぎ世帯のと
ころに一番厚くなっているというのは明白で

す。 
 もちろん、平均賃金で働いているという仮

定ではありますけれども、そこだけ別の仮定

を導入する必要もないので、そのような給付

の構造になっているということです。 
 
 “格差構造”残したままの改革案 
 
 次に、今回の改革の流れについて、簡単に

お話しいたします。 
 省庁再編以来、社会保障審議会の中の年金

部会という位置づけになっていますが、１年

半にわたって審議を行い意見を出しました

（2002年 1月～2003年 9月）。この途中の段
階で、厚生労働省が「年金改革の骨格に関す

る方向性と論点について」を出しています

（2002年 12月）。そして、部会の意見が出て
から、総選挙を挟みまして厚生労働省案が出

てきて（2003年 11月）、その後、与党協議等
が行われて、政府の法案が今年二月になって

出てきたという流れです。 
 そこで、年金部会の意見を少し詳しく紹介

するという方法で、つまり、その後には何が

つけ加わって何が削られたかということにな

りますので、申しあげたいと思います。 
 「年金改革の基本的な視点」ということで

は、以下の４点が指摘されています。 
 ①社会経済と調和した持続可能な制度とす

る。 
 ②制度に対する信頼を確保する。 
 ③多様な動き方に対応し、より多くの者が

能力を発揮できる社会につながる制度とする。 
 ④個人のライフコース（生涯にわたる生き

方、働き方の選択）に対して中立的な制度と

する。 
 このうち③の「多様な生き方に対応し、よ

り多くの者が能力を発揮できる」と、④の「個

人のライフコースに対して中立的な制度」は、

実はいわゆるジェンダーと年金の問題です。 
 従来は、「女性と年金」ということで付随的

に扱われてきた問題ですが、今回は、一応改

革全体の基本的な視点にされたといってよろ

しいかと思います。これは政府法案の特徴づ

けでも同様なことになっています。 

 「多様な働き方」とか「ライフコース」が

変遷するということが、女性についてのみな

らず、不景気ということも加わって、男性に

とってもいえることです。男性も多様な働き

方があり、そしてライフコースの中で働き方

を変えていかざるを得ない、そういう時代に

なったということで、これらの問題は改革の

主流の、基本的な視点としてせり上がってき

たわけです。 
 次に、個別の論点としては、ご承知の「保

険料水準固定・給付水準自動調整方式」とい

うものが今回提案されました。最終的な保険

料水準を法律で決めてしまって、その保険料

で賄える範囲内で給付を行う。さらに、人口

と賃金・物価の動向に応じて給付水準を自動

的に調整していくマクロ経済スライドという

ものを導入しようとしています。 
 年金部会「意見」のときには、保険料率の

上限は 20％でした。そうするとモデル年金の
給付水準は 52％。その後、厚労省が計算し直
して、甘い数字で 54％といったりしているの
ですけれども、そういう数字でした。 
 いずれにしましても、今回の改革がなされ

ても、現行制度での格差、つまり世帯類型に

よる、あるいは女性の働き方によるといって

もいいのですけれども、その格差構造はその

まま維持されていきます。 
 それから、年金部会「意見」の段階では、

年金課税の見直しについても出されています。

また、短時間労働者に対する厚生年金の適用

拡大は週の労働時間を 30時間から 20時間に
ということだけではなく、年収基準を 130万
円から 65 万円にというものも例示として出
されておりました。 
 
 生き方、働き方に中立的であること 
 
 女性と年金については、「個人の生き方、働

き方が多様化している中で、基本的には年金

制度も…生き方、働き方に中立的であること

が求められており、男女の格差なく働ける社

会が現実のものとなることを前提に、できる

だけ一人ひとりが負担能力に応じて保険料を

納め、その拠出に応じた給付を受ける仕組み

となることが望ましい」というのを共通の視

点としました。 
 ちょっと長い文章で、しかも、部会の委員

のいろいろな意見を調整、折衷しているため

に、何をいっているのかよくわからないよう

なものになっていますけれども、つまりは応



能原則ということです。「一人ひとりが負担能

力に応じて保険料を納め」「拠出に応じた給

付」を受ける。これは拠出原則といいますか、

広い意味での応能原則そのものです。それか

ら「生き方、働き方に中立的であることが求

められており」というような言葉が散りばめ

られています。 
 そして、「モデル年金」といわれるものにつ

いても、複数の世帯類型で表現することが適

切で妥当である、と年金部会「意見」は書き

ました。 
 それから、第三号被保険者制度については、

３つの案を併記するという結果になりました。

夫婦間で年金権を分割するか、第三号も保険

料を負担するか、第三号は払わないのだった

ら基礎年金を削るか、という３つの選択肢で

す。 
 さかのぼって、2001年 12月に出された厚
生労働省における女性と年金検討会の報告書

では、六案併記になっておりましたので、年

金部会は審議をやったあげく６つを３つまで

絞り込んだ、しかし、それ以上には絞り込む

ことができなかった、というのが実情です。 
 とはいえ、払わなければ給付を減額すると

いう意見をおっしゃった委員は、実はほとん

どおりません。「もらうんだから払ったら」と

いう意見はあったと思います。ですから、こ

れは必ずしも部会の意見がそのまま三案併記

という形で反映されているとはいえません。 
 それから、遺族年金について。年金部会「意

見」では「本人の老齢厚生年金全額受給を基

本とし、現行の遺族となった場合に受給でき

る額との差額を支給する仕組みとすべき」と

いう文言になっています。が、実はここはあ

まり意味がありません。むしろ目ぼしいのは、

「子のいない若齢期の妻には、有期給付とす

るなど、就労支援に重点を置く」としたとこ

ろです。 
 先ほどいいましたように、女性については

「遺族」と認められるうえでの年齢制限がな

いのです。いかに若くても、配偶者が死んだ

ときには、遺族厚生年金と遺族基礎年金の受

給対象になるわけです。ただし、基礎年金の

方は、18歳未満の子どもがいないと、妻は受
給対象になりません。厚生年金の方は、子ど

もがいようがいまいが、それから妻自身の年

齢が幾つであろうが、遺族と認められて受給

対象になります。 
 一体この人たちをどうするんだということ

を議論しました。厚生労働省のさまざまな社

会保障給付の全体としてのスタンスは、母子

世帯になって五年で自立というものです。こ

ういう方針がここ数年とられてきていますか

ら、遺族厚生年金だけが例外なのかどうか。

それはやはり例外ではあり得ないだろうとい

うので、こういう意見になってきました。 
 それから、離婚の場合には、当事者の合意

によって分割をする、という意見がもり込ま

れています。合意できない場合もあるわけで

すが、これは部会意見の段階でも先送りされ

てしまいました。 
 
 保険料固定方式をとった理由 
 
 こうした年金部会の意見をどうみるかです。

制度体系の話や抜本改革の話はしなかったの

かという意見も聞くのですけれども、審議の

最初のころは、そういうことをずっと議論し

ていたわけです。ですから、年金部会「意見」

にも、体系そのものの転換を求める議論があ

ったということは、冒頭に書かれています。

３つの体系の案がありました。 
 一つが、基礎年金の税方式化。経営者団体

と労働組合の代表である連合の双方が、この

基礎年金税方式化ということを提案しました。 
 二番目に、定額の公約年金とその上乗せの

私的年金の組み合わせ。一定額の公的年金だ

けにして、そのうえに報酬比例などを考える

のだったら、それは民営化、私的年金でいい

のではないか、という意見。実はこの意見は、

部会の中にはなかったのです。けれども、世

の中にはあるということで、部会意見では取

り上げられています。 
 世の中のどこにあったかというと直近では、

小渕総理大臣の諮問機関であった経済戦略会

議が、99年２月に提出した最終答申の中の年
金改革案というのは、まさにこういうもので

した。基礎年金は消費税で全額税方式にし、

そのうえの報酬比例部分については、完全積

立方式に転換して民営化するというもので、

別名「竹中リポート」ともいわれています。 
 ３番目の体系の提案としては、所得比例年

金と補足的給付の組み合わせ。いわゆるスウ

ェーデン方式です。この３通りがありました。

この３番目を提案したのが、私を含めて学識

経験者委員の複数です。 
 その「体系」がどうなっているのか。添付

資料の図「諸外国の年金制度の構造と日本の

仕組み」をご覧ください。 
 ドイツとスウェーデンが、所得比例構造に



なっています。アメリカは所得比例ですけれ

ども、拠出と給付の関係が、低所得の方に厚

くなるように、比例の線が寝ていきますので、

傾くポイントがある。ベンドポイント方式と

いわれています。 
 イギリスは、サッチャー改革でぐじゃぐじ

ゃにされたのを、ブレア政権になって少し立

て直したというので、わかりにくいシステム

になっている。 
 では、日本の現行制度とそれはどこが似て

いて似ていないのか。この年金局自身がつく

った図をみても、どこの国の制度体系ともか

け離れているというわけではない、というこ

とが分かるわけです。 
 そこで、どうして年金部会「意見」は現行

の制度体系を基本とするという地点にとどま

ったかということは、年金部会の意見にも書

かれています。 
 基礎年金を全額税方式にするというやり方

は、日本ではそぐわないのではないか、とい

う意見がもちろん出たわけです。日本では、

社会保障でも基礎になるのは自立自助ですし、

消費税をあてるとなれば、消費税という制度

の持つ逆進性の問題がある。低所得者に重い

負担になるということです。所得保障の財源

をそこに求めるということがいかがなものか、

という議論もあったわけです。 
 それから、公約年金と私的年金の組み合わ

せは、完全積立方式にしないと私的年金には

できないわけです。けれども、ご承知の 300
兆円以上の二重負担という問題が生じます。

現行の賦課方式で、先輩世代を支えながら、

自分の分も積み立てていかなければならない

となれば、その世代にとっては二重の負担が

生じて、それは 40 年以上にもわたって総額
300 兆円に及ぶといわれているわけです。で
すから、実現可能性はほとんどないのではな

いか。 
 それから、スウェーデン方式の問題点とし

ては、自営業の人も無業の人も学生も専業主

婦も全部同じ制度に同じ条件で入るというこ

とになったときに、所得を把握されやすい人

と、しにくい人がいるではないか、という点

です。これは政府法案の審議の中でも尾を引

いていった問題点です。 
 これらの留保をつけて、年金部会「意見」

は現行の制度体系を基本として、保険料固定

方式をとったわけです。この過程で、経済産

業省が何かいってきたり、財務省が何かいっ

てきたりということがありました。経済産業

省の意見は、年金部会や厚生労働省が考えた

ものとわりと似ておりましたけれども、財務

省はなぜかスウェーデン方式を推奨しました。

でも、その詳細は不明です。全額税方式での

最低保障年金をやっていくときに、果たして

所得や資産の調査をつけるのかどうか。そう

したことが、財務省の推奨したシステムでは

明らかではなかった。むしろ、給付水準を自

動的に調整できるというところにだけ、財務

省は魅力を感じたのではないだろうかといわ

れています。 
 
 スウェーデン方式を日本流に 
 
 私が部会でとった立場は、申しあげたとお

り、総じてスウェーデン方式です。スウェー

デン方式に、夫婦間の所得分割といいますか、

年金分割を入れたシステムです。これは、東

大経済学部の神野直彦教授と慶応大学経済学

部の金子勝教授が 99 年当時から提案されて
いますので、私は「神野・金子年金」とか「神

野・金子プラン」といっています。“総じて”

スウェーデン方式なのです。違うのは、夫婦

について年金権分割をするということです。 
 スウェーデン方式も、先ほどの図で分かる

ように、所得比例部分の上の方に、ちょっと

違う線が入っていますが、ここのところは自

主運用みたいな部分（保険料の２・５％分）

で夫婦で合意をすると分割をするとなってい

ます。しかし、それ以外の基本は個人単位で

すから、夫婦間で分割する必要はないのです。

ほとんどの女性が働いている国です。80％以
上の女性は働いてお金を稼いでおりますので、

その稼いだお金で自分の年金を持つというシ

ステムです。 
 この夫婦間の分割ですが、ドイツが一番早

く導入して、なおかつ進んでいます。離婚し

ない場合でも、任意で年金を分割できるよう

にしたのは 2001 年ですけれども、もともと
離婚のときに、婚姻期間に応じて年金分割を

するというのを入れたのは 1976 年のことで
した。 
 なぜ七六年かといいますと、76年に家族法
の大改革がありました。それまでドイツは、

夫が許可をしないと妻は外に働きに出ること

ができなかったのです。結婚においての女性

のステータスは、基本的に専業主婦である、

それが結婚のモデルであるというものだった

のです。「主婦婚」が結婚であるという考え方

を、ドイツの民法典はそれまでとっていたの



です。けれども、それを改めて、男女同権婚

にしたのと同時に、離婚についても積極的破

綻主義というのを入れてきたわけです。 
 積極的破綻主義というのは、どちらに責任

があったかを問わないで、実際に夫婦関係が

破綻していると認めれば、離婚が認められる

というものです。そうなりますと、「あなたは

いろいろ問題があるけれども、私はあなたの

妻でいたい、結婚し続けたい」と落ち度のな

い側がいっても離婚が成立してしまう。日本

の最高裁の判決でいえば、踏んだりけったり

ということになるわけですけれども、その踏

んだりけったりの緩和といいますか、それと

セットで行われなければいけないのは、婚姻

期間に形成された財産は、きれいに二つに分

けるということではないか。年金権もその一

つであるとなったわけです。ドイツ人という

のは、非常に論理的で合理的であるというこ

とがここにもあらわれております。 
 イギリスでも、離婚のときに年金を分割で

きるようになったのが九九年からです。最近、

韓国の年金改革でも、離婚のときの分割が導

入されています。 
 それから、最低所得を保障する物価スライ

ド付きのミニマム年金についてですが、この

財源は、資産所得の総合課税も含めた税制改

革のうえで、累進的所得税が入っている一般

財源から補てんするとなるわけです。年金目

的税といおうが何といおうが、間接税でこれ

をやると、低所得層にとって重たい負担にな

ってしまう。神野さんと金子さんは二人とも

財政学者ですので、それは財政のあり方とし

て効率が悪いという観点から採用しておりま

せん。 
 
 年金分割の意味を考える 
 
 そもそも年金を分割するとは、一体何なの

か。年金というのは個人単位なのか、それと

も夫婦単位なのか。るる議論がありました。

私は経過的な夫婦単位であるといっています。 
 個人単位となれば、それはスウェーデンの

ようにすっきりと、自分で稼いだ分で保険料

を払い、払った保険料に見合った給付をもら

う。そういうのが、個人単位なわけですけれ

ども、夫婦の間には独特の分業関係、あるい

は二人三脚の関係があるので、夫婦でいる間

につくった財産あるいは期待権みたいなもの

は原則半分で分ける。やはり夫婦単位で、夫

婦の間のチームワークを重視している考え方

です。 
 しかし、分割することになれば、１人１年

金ですから、遺族厚生年金というのは不要に

なってきます。そうなると、片稼ぎ世帯と共

稼ぎ世帯の間の負担と給付の関係は全く同等

になります。 
 といいますのは、現行の制度でも、世帯の

所得が等しければ、共稼ぎだろうが、片稼ぎ

だろうが、払う保険料も全く同額、もらう年

金も全く同額であるからです。ただこれは老

齢年金の話でして、遺族年金となると違って

くる。夫婦それぞれが 25 万円ずつ稼いで 50
万円の世帯所得だった共稼ぎのうちには、遺

族年金は発生しません。しかし、一人が 50
万円稼いで、片方は専業主婦だった世帯は―

―大抵夫が先に死ぬので、妻にとっては――

50 万円という収入に見合う老齢厚生年金の
４分の３が遺族年金として支給されることに

なります。ですから、全く天と地ほど、共稼

ぎと片稼ぎでは違うわけです。 
 ここのところをいかに公平にしていくかと

いうことです。しかもシングルはもともと遺

族年金はありませんので、そういう意味で、

どう平等にしていくか。そのためには、専業

主婦世帯でも、もともと年金を分けてしまえ

ば、そこからは遺族年金は発生しない。こう

いう考え方で、年金分割を提唱しているわけ

です。そのことは、ひるがえって、女性の就

労の選択、もちろん男性の就労の選択に対し

ても、より中立的な制度になる、と考えてい

ます。 
 にもかかわらず、たとえ年金を分割しても、

現行の制度体系が継続する限りは、夫片稼ぎ

世帯の給付の水準が厚くなります。あるいは

低所得の人の給付が厚くなるということをい

いかえているにすぎないのですけれども、世

帯類型間、あるいは所得水準間の給付水準の

格差の問題は残っていきます。それをどう考

えるかということです。 
 私はそこのところをテレビ番組で厚労大臣

と論争するはめになったのですけれども、大

臣は、「制度内の所得再分配というのが大事だ、

これは維持していく必要がある」とおっしゃ

っていました。私はスウェーデン型を提唱し

ているので、高福祉、高負担をいっているよ

うに思われるのですが、実際はそうではない

ので、そこのところは黙っていないで反論と

いうか、コメントしたわけです。 
 
 日米の制度の方が社会主義的 



 
 スウェーデンでは、年金制度の中での所得

再分配はありません。全員が同じ給付水準で

すし、そして稼いだものに応じて保険料を払

っているわけですから、そういう意味では、

業績主義的な年金制度であるのです。おまけ

に、給付水準は一律 38％です。日本は何か
50％を割るといったら大変だといって大騒ぎ
しているわけです。 
 スウェーデンは、99 年の改革で一律 38％
にしましたから、それ以前の制度からの移行

ということで、もちろん不安に感じる人は随

分いたわけです。しかし、38％という水準そ
のものが低過ぎて、老後の保障にならないと

いう議論は聞いたことがありません。これは

やはり社会サービスとか住宅、都市のインフ

ラというものが充実しているために、現金の

所得保障がそれほど厚い必要はない、という

向こうの国の事情と関連していると思います。 
 ですから、負担の水準にしても、給付の水

準にしても、これが各国等しく適用される、

これ以上は負担できないとか、これ以下の給

付だったら年金にならないというものではな

いと思います。日本もそういう業績主義的な

年金に転換していくべきときではないか、と

私は思っているわけです。 
 おもしろいことに、アメリカは、ベンドポ

イントという形で制度内再分配をやっていま

す。日本は、基礎年金というシステムを通じ

て所得再分配をやっている。そういう意味で

は、アメリカと日本の方が、社会主義的な年

金なのです。スウェーデンの方が業績主義的

な年金で、そういうねじれたことになってお

ります。 
 
 見送られたパートへの適用拡大 
 
 厚生労働省案と政府法案では、バナナのた

たき売りのように、保険料率をどこまで上げ

るのを認めるか、それに伴って給付の水準も

変わってきますから、そういう議論はありま

したけれども、本質が変わったというもので

はありません。 
 厚生労働省案は、第三号の見直し案を年金

権分割に絞りました。部会が絞れなかったも

のを年金局の方で、夫婦間の年金権分割とい

う案に絞ったわけです。 
 それが政府法案になりましたら、保険料率

が１８・３％に値切られた結果として、給付

水準はかろうじて 50％を維持するとなった。

でも、それは空約束に近い。テレビで私は「真

っ赤なうそとはいわないが、ショッキングピ

ンクぐらいのうそ」といったんですけれど、

いまでは「空約束」といってもよろしいかと

思います。 
 それから、婚姻を継続する場合の年金分割

は、自民党の専門部会で否定されてしまいま

した。そのとき、「年金は夫婦単位だ」という

どなり声が聞こえたという話を聞いています。

「結婚し続けているなら分ける必要もない。

年金は夫婦単位だから」とどなった人がいた

らしいのです。分けるということの方が夫婦

単位だと思うのですが、それを全額夫名義で

なくてはならぬ、という人たちがいたという

ことですね。 
 それから、パートへの適用拡大も、関係団

体の外食産業やチェーンストアなどが、パー

トさん自身の署名をたくさん集めて反対をし

た。しかし、日本経団連の幹部の本音とすれ

ば、今回はしようがないかなと思っていたの

です。それが意外や意外、あっけなく政府与

党の側が折れてしまった、という裏話も聞い

ています。 
 一元化に関しては、超党派の協議は全く先

行きがみえない状態になっています。小泉さ

んの一元化に関する発言もどんどん後退して

薄まってしまって、あのような形で法案成立

を迎えましたので、果たしてこれから一元化

についてきちんとした協議が始まるのかどう

か。ほとんど信用できない気分になっていま

す。 
 また、同じ一元化という言葉を使っても、

人によって考えていることが相当違うという

のも、この間の議論で明らかになってきたと

思います。 
 与党の関係者が考えている一元化というの

は、結局、共済年金と厚生年金を一元化する

だけなのです。自営業者は別といい続けてい

て、それが自営業者にとっても得なことであ

るかのようにいっている。一元化したら、保

険料が５倍になってしまうというような話を

しているわけですけれども、所得の低い人は

所得に応じて払うわけですから、だれもが五

倍の保険料になるわけではないのです。 
 それから、保険料を払えば、払ったのに見

合った年金がもらえるわけです。しかも、そ

れを自己申告ということでいかざるを得ない

わけで、それについても、選挙の前というこ

ともあって、さまざまなデマゴギーといって

いいような議論が乱れ飛んで今日に至ってお



ります。 
 こうなりますと、雇用就業の多様化によっ

て年金制度が空洞化をするという、最初に申

しあげた最大の問題と、どういうライフコー

スをたどるかによって、年金の給付水準にさ

まざまな格差が出るという不利になったり有

利になったりという問題は残ったままです。

こういう不安定な、先のみえないご時世に、

合理的な選択が妨げられるという問題も手つ

かずであります。 
 
 有利な試算は表には出ない 
 
 最後に、女性の働き方によって年金の給付

水準がいかに違うかの一例を申しあげたいと

思います。 
 例えば、女性が月収 10万円で、シングルで
40年間働いたとします。この場合の給付水準
は現行で８６・３％です。改革されて７３％

となりますが、月収 10万円の人って、パート
タイムの人ですね。パートタイムの人が厚生

年金に入ると、これほど有利になる。このこ

ともあまり厚生労働省は表に出しませんでし

たし、もちろん業界の方々は口をつぐんでお

っしゃらなかったわけです。 
 別の計算の仕方をしてみます。月収 10万円
という場合に、いまの厚生年金の保険料率を

適用されると事業主と折半しますから、本人

の月々の保険料は 6700 円とか 6800 円です。
同額を事業主が負担をする。それは基礎年金

にプラスされます。それでもらえる厚生年金

は２・２万円です。それが第三号のままでい

ると、もちろん保険料は払いませんけれども、

もらえる年金は６・６万円の基礎年金だけで

す。 
 それから、夫がサラリーマンではなくて第

一号の場合には妻も第一号ですから、その妻

は、国民年金の保険料を月額１万３３００円

払います。そして、年金は６・６万円の基礎

年金だけです。 
 厚生年金を適用されたらいかに有利である

か、おわかりでしょう。ただ、第三号被保険

者制度があるために、その有利さにゆがみが

出ているのですけれども、とにかく 6700 円
払って、2･2 万円もらえる。こんな貯金は、
いまどき世の中にどこにもない。そのくらい

に有利な制度になっているということを、一

切パートの方々に説明がない。きちんと情報

が提供されないまま署名が集められて、パー

トの適用拡大というのは粉砕されてしまった。 

 しかし今回、業界の方はかなり覚悟してい

たのです。日本経団連の幹部は少なくとも覚

悟をしていたのに、あっけなく与党と政府が

折れてしまった。こういう顛末であったこと

を最後に申しあげたいと思います。 
 

質 疑 応 答 
  
 飯野奈津子（司会・企画委員 ＮＨＫ）所

得比例年金がいいということですが、所得捕

捉をどうするのか。それが議論になっている

わけです。どうお考えですか。 
 
▼所得捕捉をどうするか 
 大沢 これは年金部会の中でも何度も発言

したのですけれども、納税者背番号制のよう

なものを入れる必要はありません。 
 まず、基礎年金番号があります。二十歳以

上の日本国民、国籍のない方も含めて定住し

ていらっしゃる方はみんな基礎年金番号を持

っていますから、そういう意味でのＩＤ番号

はあるわけです。自営業の方も健康保険に入

っていない方は、そんなにたくさんはいない。

もちろん、払えないので外れてしまったとい

う方はいらっしゃいます。けれども、国民健

康保険には入っていると思います。この国民

健康保険の保険料は、資産収入も含めた世帯

の総収入を勘案してかかっています。ですか

ら、定期給与だけに基づいている厚生年金の

所得把握よりも、むしろ込み入った所得把握

をしたうえで国保の保険料はかけているわけ

ですから、国保の保険料のデータを使えるわ

けです。 
 もちろん地方税だって、そのために所得の

申告をしているわけですから、地方税のデー

タを使うこともできる。ただ、地方税のデー

タを使うとなると、厚生労働省対総務省とい

うことになるので、結構難しいだろうと思い

ます。そう考えると、同じ社会保険の中であ

る国保の保険料を参照すれば、比較的正確な

所得把握はできるはずではないか。 
 最初は、もちろん抵抗はあるでしょう。国

保は国ではなくて市町村でやっていますから、

それを社会保険庁が把握しているわけではあ

りません。ですから、それでも大変だとなれ

ば、自己申告でいいと思います。低く申告し

た人は、低い年金になるだけですから。 
 そこで困るのが、全く所得がなかったとい

って、全額税方式の最低保障年金をたくさん

の人がもらったらどうするんだ、ということ



です。だから財務省は、所得や資産の検査を

しないとだめだ、というと思うのです。けれ

ども、全くないといったって生活しているわ

けです。ですから、例えば、年収を五十万円

とか百万円とかにみなしをして切り抜けると

いう方法もあるのではないかと思っています。

でも、基本は自己申告でできるのではないで

しょうか。 
 実際、スウェーデンやイタリアはそうなん

です。スウェーデンは自営業の人の比率はそ

んなに多くないのですけれども、イタリアは

世界に冠たる自営業の国の一つです。そのイ

タリアでこういう制度にしたら、所得の申告

もふえ、そのおかげで税収もふえたという話

も聞いておりますから、払う魅力のある制度、

払っただけ返ってくる制度にすることが、払

うインセンティブといいますか、国民の正直

さを引き出すような気がするのです。 
 
 飯野 ただ、最低保障年金を入れるとすれ

ば、払った分だけ得をするというよりも、申

告が少ないほど最低保障年金をもらえるとい

うことにもなってしまう。不公平が生じてし

まうことはあるわけですね。 
 
 大沢 その不公平はあります。しかし、現

行制度の不公平と比べても、不公平の大小の

勘案だと思います。 
 実際、介護保険の保険料でも、段階に応じ

て取る方式で、そんなに大きな問題は出てい

ないわけです。完全無欠な制度などはないの

で、制度の全体としての徴収コストであると

か、そうしたこととの勘案だと思います。 
 ただ、その際に大事なことは、夫婦間の年

金権分割をしないと、現行の第三号被保険者

である 1150万人が全員、最低保障年金にいっ
てしまう。これは社会全体としてのモラルを

すごく下げると思います。夫は年収 2000 万
円で、それに見合う所得比例年金を持ってい

る。が、妻は所得がなかったというそれだけ

のことで、全額税金で賄われる最低保障年金

を受けるということでは、社会全体のモラル

を非常に下げてしまう。自営業の方もある程

度以上のモラルで制度に関与していただくた

めには、第三号被保険者の問題をクリアする

必要があると思います。 
 
 飯野 所得捕捉のところで、自営業もサラ

リーマンも同じ一本にするということですが、

自営業は定額保険料というところの逆進性の

問題があるので、自営業は自営業の人たちの

所得比例年金をつくり、サラリーマンは本当

にガラス張りなので、そちらのグループの所

得比例年金をつくるという考え方もあります

が、どうお考えですか。 
 
 大沢 グループ間の移動がなければあり得

ます。けれども申しあげたように、毎年四百

万人が二号から一号に移っているということ

を考えれば、別立ての制度にするのはおかし

いのではないかという気がします。それはい

ろんな意味で、制度のすき間に落ちる人を生

むと思います。 
 
 村野賢哉（ＮＨＫ出身） 国会の論争でも、

「抜本改革」という言葉が盛んに使われまし

たが、「抜本改革」がよく分からない。野党は

一本化を抜本といっているようなのですが、

年金論争の中で、「抜本改革」というのはどう

いうことなのか。 
 
▼「抜本改革」の意味 
 大沢 「抜本改革」の意味を正確に定義し

て使っている人は、政治家ではほとんどいま

せん。ですので、大体こんな感じで使われて

きたかということを申しあげたいと思います

が、制度体系を転換するような改革のことを、

主として野党や学識経験者は「抜本改革」と

呼んできたと思います。 
 それに対して政府や与党はどうかといいま

すと、今回の政府法案の保険料固定方式にし

ても、これは役人的感覚からいえば、相当「抜

本改革」ではあります。いままでの制度から、

保険料固定方式に変えているという意味では、

役人的センスでいえば「抜本」ですが、政治

家のセンスでこれを「抜本」というのはあつ

かましいというのが私の感触です。せめて共

済年金と厚生年金の統合などをきちんと日程

にのせてから「抜本改革」といってほしいと

思っています。 
 それから、健康保険制度についても「抜本

改革」がいわれています。その場合の意味は、

政府管掌健康保険と組合管掌健康保険と国保

に分かれていて、それぞれがそれぞれなりの

財政問題を抱えており、そして、そのうえに

退職者医療制度とか老人保健制度がある。こ

うした制度体系に手をつけて全体として合理

化を図っていくことが抜本改革だろうという

ふうに思っていますけれども、これも人によ

って違うと思います。 



 
 吉田ありさ（日経） スウェーデンの最低

保障年金のことでうかがいます。スウェーデ

ンの場合は個人単位化しているので、たとえ

大企業の社長夫人であっても、本人が無収入

であれば、財源の最低保障年金が出ると聞い

たのですが、もしそうだとしたら、その評価

をうかがいたい。年金分割が必要だというご

指摘があったので、その点との兼ね合いから

どうみられるかを教えていただきたい、とい

うことが一点。 
 次に、最低保障年金をめぐる議論で、本当

に業績主義的な年金制度に割り切ってしまう、

ということです。例えば最低保障年金は全く

なくしてしまって、本当に保険料納付に応じ

た給付にする。低所得の人については、世帯

単位の所得状況に応じて、別途、税で福祉的

な対応をする。そういう割り切り方もできる

と思うのです。もしそうであれば、まさに所

得捕捉の問題がなくなるのではないか、とい

うことが二点目です。 
 最後に三点目として、所得捕捉は徴収にか

かる手間ヒマ及びコストを考えた場合にどう

なのか。間接税には、逆進性の問題はありま

すが、それは何らかの複数税率とか工夫をす

ることによって、世代間の格差縮小の方法を

重視すればいいのではないか。そのようなや

り方の方が、所得捕捉をめぐる議論を何年間

も続けるよりは、より現実的ではないかとい

う意見もあるかと思うのですが、その点につ

いてどうお考えになるのか。以上、三点をう

かがいます。 
 
▼最低保障年金と生活保護 
 大沢 一点目。スウェーデンは個人単位で

すから、たとえ大企業の社長夫人であっても、

本人に所得がなければ、最低保障年金は適用

されます。大企業の社長夫人でハッピーにみ

えても、いつ離婚されるかわからないわけで

すから、個人に対して保障がないということ

はあり得ないという考え方です。 
 ただし、２・５％分の自主運用のところは、

合意のうえで分割ができますので、そこをあ

らかじめ分割されているという状態はあり得

ます。ですから、全額最低保障年金におんぶ

するかどうかというのは、全部のケースがそ

うではないと思います。 
 それから二点目。完全に所得比例にしてし

まい、それで食べられない人は、生活保護的

な公的扶助制度でいいではないかという考え

方は、ドイツのシステムがそうです。ドイツ

は、所得のない人は年金に入りませんから、

適用されません。ですので、公的扶助、日本

の生活保護制度に当たるものに頼りを求める

ということになります。 
 これを日本に引き直して考えると、日本の

生活保護制度は、あまりにも問題があり過ぎ

て、そこに代替するのは大変難しいと私は思

います。 
 あまりにも問題があるというのは、収入は

ともかくとして、資産の査定など、クーラー

とテレビまではよくなったのですが、車はだ

めとか、クーラーも場所によってはだめとか、

こういうレベルです。 
 こういう非常に厳しい資産の査定をやり、

その上、親族に対して仕送りや扶養を求める。

その親族の範囲の広さは三親等までです。で

すから、会ったことのないおじさんとかおば

さんとか、そういう人が生活保護を申請して

いるけど、あなたは仕送りをする気がありま

すか、なんていう扶養照会(問い合わせという
んですけれども)が遠方の社会福祉事務所か
ら来たりするわけです。これが日本の生活保

護制度です。 
 欧米の国では、お互いに生活を支え合う扶

養義務の範囲は夫婦の間、それから親が未成

年子に対する扶養義務というのはありますが、

年とった親を子どもが扶養する義務はないの

です。日本は、とにかく三親等までです。も

ちろん家庭裁判所の審判が入るのですけれど

も、三親等までの扶養義務をかけておいて、

その扶養が得られない範囲でしか生活保護を

しないというのが日本のシステムです。 
 ですから、これを年金に振りかえるという

のは、非常に社会的に摩擦が大き過ぎる。だ

からこそ、年金官僚たちも、いろいろ無理を

して基礎年金制度というのをつくったと思っ

ています。 
 生活保護制度というのは、そういう意味で

給付がなかなか得られにくいという問題もあ

るのですが、もう一つ、運営コストが非常に

かさむのです。詳細な資産調査、所得調査、

扶養関係調査をする。そのペーパーワークだ

けで、福祉事務所の職員はほとんどの時間が

終わってしまう。 
 そして、それだけじゃない。県の監査とか

国の監査とか、絶えず監査が入って、不正受

給だ、不正支給だ、何だかんだといって、九

時～五時のほとんどの時間はそれで終わって

しまう。そして、受給者とか申請者の家に訪



ねていったりして、ケースをケアする時間は、

全部時間外になってしまうくらい大変なので

す。一人の担当者が八十ケースとか九十ケー

スとかを持っていますから、死ぬような状態

です。そういうサービス残業をやっても、す

ごく運営費用がかかっている、コストパフォ

ーマンスの悪い制度だといってよろしいかと

思います。 
 三点目。一般財源にこだわらないで、年金

目的税みたいなことを認めた方がすんなりい

くのではないか、という指摘はそのとおりだ

と思います。特に、食料品とか生活必需品の

ところについては非課税のような、複数税率

のシステムが導入できれば、これは財源とし

て十分考え得ると思っています。 
 ただ、これも日本の政治的な風土といいま

すか、いままで起こってきたことを考えると、

とにかく導入するだけで内閣が三つつぶれて、

税率を２％上げて一個の内閣がつぶれた。こ

ういう状態です。益税だとか、インボイス方

式とか、さまざまなことがいわれていても改

革ができない。非常に難しい領域ですので、

すっきりした間接税に移行していくには、こ

れまた非常に年月がかかりはしないかと思っ

ています。理論的には全くご指摘のとおりだ

と思います。 
 今回の政府の法案と、民主党の出した法案

を比べると、社会が高齢化していくコストを

一体どの世代が負担するのかということで、

非常に対照的な考え方をとっています。 
 政府の法案は、これから十数年にわたって

保険料率を上げていくわけですから、現役に

負担してもらおうというものです。日本は

2025年に高齢化のピークが来て、その後ちょ
っとなだらかになった後、もう一回、2053年
に向けて急な坂が来るという、こぶが二つあ

る形の人口推移をします。少なくとも前半の

方の社会の高齢化のコストは、現役に負担し

てもらおうというのが政府法案の基本的なス

タンスです。そして、すでに年金をもらって

いる人や早く年金生活に入る人のところをあ

まり削らないようにしようというのが政府の

法案のスタンスです。 
 これに対して民主党の方は、保険料率はい

まから上げないとしてしまって、足りない分

は消費税なり間接税なりでファイナンスする

というものです。 
 ですから、もちろん間接税、消費税は現役

の世代も払いますけれども、収入に対しての

間接税の負担は、低所得の人の方が重いわけ

ですから、高齢者自身にも社会が高齢化して

いくコストを負担してもらうわけです。しか

し、保険料を現行の水準で固定してしまうと

いうことは、現役の人は、消費税を通じる以

外は社会の高齢化のコストを負わないという

ことになる。これまた、少し問題がありはし

ないか。 
 順次年金生活に入っていく世代と、これか

ら働き始めて子どもを産んで保険料や税金を

払っていく世代の間で、もう少しバランスの

とれる方法はないのか。社会が全体として高

齢化していくコストの分担の方法がありはし

ないか、と実は思っています。 
 
 飯野 冒頭、時間の関係で触れられなかっ

たレジュメの付録に列記された項目の補足説

明を。 
 
▼消費税／育児支援 
 大沢 最初の「間接税を所得保障の財源と

するのは不合理で非効率」と書いたのは逆進

性があるからで、複数税率になってくれば違

うというのは、そのとおりであります。 
 気をつけなければいけないのは、負担が軽

い部分に負担を求めるべきというところです。

日本人の、特にサラリーマンの重税感という

のは強いのですけれども、国際比較をすると、

日本の個人所得税は、主要先進国の中で最も

軽い。ＧＤＰの５％から６％とアメリカの半

分の水準です。社会保険料は 10％程度で、対
ＧＤＰ比でみると、主要先進国の中で大体真

ん中ぐらい。アメリカよりは高いけれども、

ヨーロッパの幾つかの国と並ぶ程度の負担率

です。 
 ですから、最も高いわけではない。消費税

は、ヨーロッパ諸国よりも低いけれども、ア

メリカ並みです。ですので、やはり軽いのは

個人所得税なのです。 
 ＧＤＰの５～６％しかない個人所得税を払

っている人は、一握りの人でしかない。サラ

リーマンのうちでも、個人所得税を負担して

いる人は３割くらいしかいないのです。課税

最低限がとても高くなっているからです。集

中して負担している層の重税感というのは、

確かに私もうんざりするほど税金を払ってい

るのでわかりますけれども、課税ベースを広

げたうえで、そして累進度をこれ以上下げる

ことなく改革することが大事だと思います。 
 政府が最近やってきたことは、累進度を下

げることばかりです。けれども、これ以上累



進度を下げてどうするんだと思います。実効

税率としては、非常に累進度の低い税制にす

でになっている、ということを考えたいと思

います。 
 次に消費税について。消費税がだれにとっ

て重たいか。低所得ということを申しました

けれども、実際、低所得というのは、高齢無

職世帯なわけです。それから、比較的低所得

で子育てをしている世帯。とくに、子育てを

している世帯は消費支出が大きいですから、

消費税も重くなる。 
 ですので、子育て支援とか次世代育成支援

などといいつつ、こういう所得保障制度のフ

ァイナンスをいまの消費税のような制度でや

るというのは、右手で取って左手であげるみ

たいな感じで、私は全く非効率であると申し

あげたいのです。 
 それから、育児支援というのも年金部会の

中で随分議論されました。積立金が百三十兆

円あるから、そこから奨学金を払ったらどう

かとか、いろんなことがいわれました。結果

的には、育児休業の前後三年までは保険料免

除という形で育児支援は入ってきています。 
 でも、これは育児支援というよりは、子ど

もを産んで育児休業をとった結果として、そ

の本人の年金水準が下がらないようにすると

いう意味では、本人に対する措置なのです。

私は、これはそれなりの合理性はあると思っ

ております。 
 しかし、本当に育児支援をしたいのだった

ら、そんな年金制度の中をこちょこちょいじ

るというよりは、もっと考えることがいっぱ

いあるのではないか。 
 現在の累進所得税のもとでの扶養控除は、

所得の高いものにより多くの「租税支出＝財

政福祉」を与える逆進的な措置で、児童に最

低生活を保障するうえでは最も非効率的なバ

ラマキと考えています。 
 私の年来の主張は、税金をまけてあげると

か、年金に何か色をつけるとか、そういうの

ではなくて、直接の現金給付である児童手当

を拡充する方がいいというものです。その方

が、一番確実にターゲットに届く育児支援の

経済的負担の軽減のやり方だと思っています。 
 
 近藤仁志（毎日出身） 先ほどの説明の中

で、例えば月収 10万円の方が 40年間勤めた
ら、たくさんの厚生年金を受け取れるという

解説がありました。一方で厚生年金の制度か

らどんどん離脱していく企業もあるというこ

とになると、極端な例としてはこういうこと

がいえるけど、現実問題として、起こり得る

のかどうか。 
 それともう一つは、専業主婦です。「専業」

と書いてあるんだから「業」で、経済的な価

値をどのように評価されているか。というの

は、どうもキャリアウーマンとか、仕事を持

っている女性が非常に価値が高いというふう

にいわれて、専業主婦は何もしていないんじ

ゃないかと思われるんです。でも、子どもを

育てて、家族に朝からご飯をつくる。これは

経済価値に置きかえれば、サラリーマンより

大変な仕事をしておるのではないか。そうい

うことについてどういう認識をお持ちですか。 
 ドイツの例として、子育てをしている３年

間は保険料を納めたものとみなすという国も

ある。そのようにやって、専業主婦の価値を 
認めているのではないかと思うのですが、お

考えをうかがいたい。 
 
▼専業主婦と年金 
 大沢 月収 10万円で 40年間勤め続ける人
は多分いらっしゃらないと思いますけれども、

同じ収入で四十年間勤め続けたという仮定で

年金の給付水準を算出するのがスタンダード

なやり方になっています。 
 ここでいいたかったことは、比較的低所得

の人が厚生年金に加入すると、払ったものに

対する見返りという意味では、かなり有利に

なるということです。そういう制度なので、

実は、年金局があまりそのことを宣伝したく

ないのです。将来、給付が発生したときには、

年金財政に穴をあける存在になる、だから、

あまり入れたくないというのがあるわけです。 
 他方、ある所得をターニングポイントとし

て、そこより以下の人は入らなくていいとか、

第三号になるとか、制度がハードルなり敷居

というのをつくってしまっている。そういう

制度自体があるから、その敷居の向こう側に

いってしまう人が出てくる。だから、そうい

う敷居を取っ払いましょうというのが、私た

ちのいっている一元化の意味です。 
 次に、専業主婦の価値について。日本の現

行制度は、配偶者特別控除の上乗せ分は廃止

されましたが、税込み収入が増えても税金も

増えて、手取りがかえって減少してしまうと

いういわゆる「逆転」現象を解消するための

部分と配偶者控除本体はまだ維持されていま

す。それから、第三号被保険者制度があり、

健康保険制度でも扶養家族という形で夫の保



険証を使って医療を受けることができる。そ

ういう意味では、諸外国の社会保障制度や税

制の中でも、日本は最も、専業主婦世帯が優

遇されているといいますか、専業主婦の存在

に価値が付与されていると思います。日本の

制度はそういう制度になっているのです。 
 ドイツの子どもを一人産んだら３年間保険

料を払ったとみなすという制度は、産まない

とついてこないわけです。けれども、日本の

専業主婦に関するさまざまな制度は、別に産

まなくても配偶者控除を受けられるわけです。

そして、子どもを産んで育てていなくても第

三号になれる。そういう意味では、まさに専

業主婦であること自体の価値が認められてい

る。 
 しかし、逆の見方をしますと、全く子ども

と同じなわけです。専業主婦が一人いるとい

うだけで、夫が税金を払う能力がその分減る

というふうに考えているわけです。そうする

と、何もできないでただ養ってもらっている

子どもと同じ存在だとみなされる。名前だけ

は変わりました。昔は「扶養控除」といった

のですけれども、あるときから、子どもとは

違うというので「配偶者控除」になりました。

そうすると、専業主婦というのはただの“穀

つぶし”だというふうに、日本の制度はいっ

ているのと同じです。それはおかしいでしょ

う。 
 実際、専業主婦がいて、夫は稼ぐことに専

念し、妻が家庭経営をフルタイムでやってく

れるということには、分業の利益がある。あ

るいはもう少し違ういい方をすると、帰属所

得が発生するというふうに申します。つまり、

その分、物品やサービスの購入をしなくて済

むわけです。帰属所得というのは、帰属家賃

というのが分かりやすいですね。自分の持ち

家があれば、家賃を払わなくて済む。その家

賃を払わなくて済んで浮いた分のお金を帰属

家賃という。つまり自分に帰属するという意

味で、物を買ったりサービスを買ったりしな

くて済んだ分の浮いたお金は帰属所得という

ふうに申します。ですので、専業主婦が存在

するということは、帰属所得を発生させてい

るのです。 

 ですから、税金をまけてあげるのではなく

て、むしろ帰属所得に対して税金をかけると

いうことが、専業主婦の価値を認める制度で

あるわけです。財政学の正論からいえば、そ

うなると思います。 
 日本の制度は、そういう意味では、専業主

婦を単なる“穀つぶし”というふうにみなし

ているのと同じなので、価値を認めているよ

うではあるが、本当のところでは価値を認め

ていないのです。 
 それから、子どもを産む産まないという話

になったので、「合計特殊出生率１・２９」に

ついて少し申しあげたいと思います。これは

繰り返し申しあげた方がいいと思うのですけ

れども、実は、働いている女性、母親の方が

たくさんの子どもを産んでいるというのが事

実です。『常識のうそ』という本などを読んで

いただきますと、分かります。 
 それから、学校を卒業して正社員で勤めた

女性の方が結婚している率が高いのです。逆

に、パート、アルバイト、フリーターでいる

人というのは、なかなか結婚していない。日

本では、結婚しないと子どもも産みませんか

ら……。 
 それから、だれが離婚しているのか。これ

も、離婚をした人と、結婚して配偶者がいる

人というのをグループに分けて比べますと、

離婚した人のグループの方が、明らかに学歴

が低い方に偏っている。よく離婚に関して、

女性が高学歴になった、あるいは経済的自立

が得られるようになったので離婚がふえてい

るといわれるのですが、全く逆なのです。離

婚する方というのは、所得は低い方に偏り、

学歴も低い方に偏っている。 
 やはり不景気であり、いまの日本の社会が

若い人に、それなりの給料で安定した職とい

うものを提供できない社会になっているとい

うことなのです。それが少子化問題の背景に

ある。このことは声を大にしていいたいと思

います。 
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